


 

はじめに 

子どもたちの健やかな成長は、私たち大人の共通の願い

であり、学校や家庭だけではない、子どもたちが安心して

過ごせる「居場所」の存在は、自己肯定感や社会性を育

み、将来を生き抜く力を培う上で、重要です。 

国においては、２０２３年（令和５年）４月に「こども

基本法」が施行され、同年１２月には「こども大綱」と

「こどもの居場所づくりに関する指針」が策定されまし

た。これにより、すべての子どもが権利の主体として尊重

され、自分らしく幸せに暮らせる「こどもまんなか社会」の実現のためには、子どもた

ちが「ありのままの自分でいられる」「誰かとつながっていると感じられる」「やって

みたい！という意欲が育まれる」といった環境を持てるようにすること、そして多様な

ニーズに応える居場所を地域全体で創出することの重要性が示されました。 

本市においても、２０２５年（令和７年）３月に「藤沢市子ども・若者共育計画」を

策定し、「こどもの笑顔がつながるまち、ふじさわ ～子ども・若者一人ひとりの可能

性を育み、だれひとり取り残さない、あたたかい地域共生社会～」を目指す姿として、

様々な取組を進めております。 

 こうしたことを踏まえ、本計画は「藤沢市子ども・若者共育計画」を補完する位置づ

けとして、子どもの居場所づくりを推進するための羅針盤として策定されました。子ど

もの居場所づくりは、単に居場所の数を増やすだけでなく、子どもたち自身が「居た

い、行きたい、やってみたい」と心から思える場となるよう、子どもたちの声に真摯に

耳を傾け、意見を積極的に取り入れていくとともに、多様な主体が連携・協働し、「人

の和」のなかで子どもたちの健やかな成長を支えることが大切です。今後は、本計画に

基づき、すべての子どもたちが笑顔で、安心して、自分らしく輝ける「ウェルビーイン

グなまち」を実現できるよう、これまで居場所づくりにおいて関係者の皆様が培ってこ

られた土台を礎に、共に創りあげてまいりましょう。 

結びに、本計画の策定にあたり、藤沢市子ども・子育て会議の委員の皆様をはじめ、

ワークショップに参加された子どもたち、子どもの居場所の現状把握のためにヒアリン

グにご協力いただいた関係機関・団体の皆様、ならびに多くの市民の皆様から、貴重な

ご意見やご提言を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。 

 

２０２６年（令和８年）３月 

藤沢市長 
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第１章 はじめに 

１ 経緯と趣旨 

少子高齢化や核家族化の進行、共働き家庭の増加、地域とのつながりの希薄化など家庭や地

域をとりまく環境の変化に伴い、子育て当事者の子育てに対する不安や負担感が高まっていま

す。 

また、子どもにとって、学童期・思春期・青年期は心身が大きく成長し、自己肯定感や社会性

を育み、アイデンティティを形成していく重要な時期です。生まれ育つ環境に左右されず、健や

かに成長し、自らの未来を切り拓く力を育むためには、多くの子どもの生活の中心となってい

る家庭や学校だけでなく、安全・安心に過ごし、自分らしくいられる居場所は重要で、特に放課

後の時間や様々な葛藤を抱える思春期の多様なニーズに対応できる居場所づくりの取組は必

要不可欠なものとなっています。 

藤沢市（以下、本市という。）では、「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」の下で取り組む放課

後児童クラブの整備計画を軸として、子どもの貧困の解消に向けた対策についての計画である

「藤沢市子ども共育（ともいく）計画」を補完する「藤沢市子どもの居場所づくり推進計画」を

2020年（令和２年）に策定して、就学児童の居場所づくりを推進してきました。 

国が 2023年（令和 5年）12月に策定した「こどもの居場所づくりに関する指針」（以下、国

の指針という。）では「居場所がないことは孤独・孤立の問題と深く関係しており、こどもが生き

ていく上で居場所があることは不可欠」であると示すとともに、その場や対象を居場所と感じ

るかどうかは、子ども自身が決めることであるとし、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きな

がら進めることを、子どもの居場所づくりの根幹に据えています。さらに、より質の高い子ども

の居場所を持続的に確保するためには、行政、民間団体、学校、企業等が分野を超えて連携・協

働し社会全体で取り組むことの重要性が示されています。 

本市が 2025 年（令和７年）３月に策定した「藤沢市子ども・若者共育計画」（以下、共育計画

という。）では、これまでの国の動向や本市の関連計画との整合を図りつつ「こどもの笑顔がつ

ながるまち、ふじさわ～子ども・若者一人ひとりの可能性を育み、だれひとり取り残さない、あ

たたかい地域共生社会～」を目指す姿とし、施策の柱の一つに「子ども・若者の居場所の充実」

を掲げ、これまでの取組の評価や居場所及び居場所づくりの現状や課題、国の方向性等を踏ま

えて「子どもの居場所づくり推進計画」を見直し、幅広く取組を進めていくための考え方をまと

めた「第２期藤沢市子どもの居場所づくり推進計画」（以下、本計画という。）を策定することに

なりました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

共育計画の補完計画という性質に鑑み、対象を明確化させるため、「こども基本法」な

ど法令等に基づく表記が必要な場合を除き、原則として「子ども」と表記します。 

本計画における「こども」「子ども」の取扱い 
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２ 位置づけ 

本計画は共育計画を補完する計画であり、放課後児童クラブの整備計画を内包し、多様な観

点で広がりを見せる子どもの居場所づくりに関する考え方や取組、支援策についての方向性を

示すものです。 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は、終期を共育計画に合わせ、2026 年度（令和８年度）から 2029 年度

（令和 11年度）までの４年間とします。 

なお、本計画は各年度において進捗管理を行い、共育計画と同様に、中間年を目安として必

要に応じて計画の見直しを行うものとします。 

 

４ 計画の対象 

本計画は、子どもが自らの意思で居場所にいくことができる学童期（６〜12歳）、思春期（13

～15歳）及び青年期（16〜18歳）の子どもの居場所と居場所づくりを主な対象としますが、子

どもの居場所を広げるという観点から、ほかのライフステージの方を対象とした居場所事業や

施設等を含む場合があります。 
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第２章 基本的事項など 

１ 子どもの居場所の定義 

本計画における「子どもの居場所（市内で行われる民間の子どもの居場所も含む）」の定義は、

国の指針を参考に、子どもが落ち着ける「場所」や、そこにいる「時間」、だれかと一緒に居たり、

話をしたりする「人との関係性」を含んだものとし、従来の物理的な「場」だけではなく、遊びや

体験活動、オンライン空間など、本人がそこに居たいと思う気持ちを尊重し、そのように感じる

場や対象すべてを居場所と捉え「子どもが自分らしくいられて、居心地の良さを感じることが

できる安全・安心な空間」とします。 

本市の施設や事業の整備・運営における「子どもの居場所」の範囲については「第４章 市が

推進する居場所づくりについて」の「４ 市が推進する居場所づくりにおける対象範囲・推進の

視点」において、改めて記載します。 

 

 
図表２-１ 国が示す子どもの居場所の分類（例） 

 

（出典：「こどもの居場所づくりに関する調査研究報告書概要」（令和５年３月）） 
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２ 藤沢で居場所づくりに関わるすべての人と共有したい「居場所

づくりの視点」 

子どもが自分の居場所と感じられる環境を確保するためには、市等の公的機関が管理・運営

する居場所に限らず、市民団体や企業など多様な主体が運営する居場所も含め、子どもにとっ

て安心できる、よりよい子どもの居場所をつくることを子どもとともに目指していくことが大

切です。国が示す基本的な考え方を基に、藤沢で子どもの居場所づくりに関わるすべての方と

共有したい視点を本市の基本姿勢として以下に示します。 

 

（１） 子どもの権利を守る居場所づくり 

⚫ 児童の権利に関する条約（以下、子どもの権利条約という。）の理念に基づき、すべての子ど

もの権利を尊重・保障すること 

⚫ 子どもの権利保障が、自己肯定感や他者への信頼感、社会性の基盤となるということ 

⚫ 居場所に関わる大人が子どもの権利を理解し、守る役割があること 

⚫ 居場所は子どもの成長に極めて重要な役割を果たすもので、居場所を持つことは子どもの

権利でもあること 

⚫ 困難を抱えている子どもの声に耳を傾けること 

⚫ 子どもが困っていたり辛いと感じていたりすることを居場所に関わる大人がキャッチしたと

きは、必要に応じて相談窓口などにつなげること 

⚫ 健康や性、人間関係などに不安や悩みを抱える子どもが成長に合わせた正確な知識や情報

を得られるよう支援すること 

 

（２） 子どもが主役の居場所づくり 

⚫ 子どもが「居心地が良い」と感じることが重要であること 

⚫ 子どもの好奇心に応える居場所であること 

⚫ 子どもの意見を聴取し、活動に反映する取組が必要であること 

⚫ 子どもの意見聴取の仕組みを浸透させ、子どもが主役となる環境をつくること 

⚫ 多様な子どもが参画できる配慮や、意見反映のフィードバックも求められること 

⚫ 居場所への参加は子どもの任意であること（子どもの居たい・行きたい・やってみたいとい

う気持ちを後押ししつつも、居たくない・行きたくない・やりたくないという気持ちも尊重

される必要があること） 

⚫ 子どもが居場所で過ごすために必要な情報を得ることができるよう発信すること 
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（３） 安全・安心な居場所づくり 

⚫ すべての子どもが安全・安心に過ごせる居場所を確保することは大人の役割であること 

⚫ 子どもによって安全・安心の感覚が異なるため、不安や恐怖を与えない配慮が必要である

こと 

⚫ 子どもとの関わりで得た情報の取扱いは慎重に行うこと 

⚫ 子どもが大切にされていると感じられる環境をつくること 

⚫ 威圧的態度の排除や子どもの特性に応じた配慮も重要なこと 

⚫ 虐待・性暴力から子どもを守ることを認識すること 

⚫ 子どもの安全・安心を脅かす事象を発見した場合には、迅速かつ適切に関係機関につなげ

ること 

 

（4） 地域における多様な子どもの居場所づくり 

⚫ すべての子どもにとって居場所は重要であることから、子どもが自分で行くことができる

身近な居場所とあわせて子どもの特性に配慮した多様な居場所づくりが必要なこと 

⚫ 地域の多様な主体（市民団体、企業など）による居場所づくりを推進し、地域全体で子ども

を見守り育てる体制づくりを進めること 

⚫ 地域の居場所同士や行政との連携・協働により、子どもの育ちを支えるネットワークを構築

すること 
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第３章 子どもの居場所の状況 

１ 子どもを取り巻く環境や居場所の状況 

（１） 統計データによる把握 

ア 総人口（年齢階層別）推移 ......................................................................................  

本市の総人口の推移を見ると、長期的には増加を続けてきましたが、2025 年（令和７年）に

は、前年比 35人減少の 444,833人となっています。 

年齢階層別割合の推移を見ると、年少人口（0～14歳）割合は減少傾向にあり、2025年（令

和７年）には 12.3％となっています。 

図表３-１ 総人口（年齢階層別）、年齢階層別割合の推移 

 

 

資料：藤沢市「藤沢市の人口と世帯数 年齢別人口（住民基本台帳による）」(各年４月１日) 

※住民基本台帳の集計方法の変更により、2013年（平成25年）以降は外国人を含む集計となっている。  
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（２） 子どもを対象とした意見交換会（ワークショップ）による把握 

子どもの意見聴取・意見反映の検討に関する取組として子ども対象の意見交換会（ワークシ

ョップ）を開催しました。 

子どもたちが意見を言いやすくなる環境づくりの一つとして、子どもの居場所を運営する民

間団体と協力して箱庭ゲームを製作し、子どもたちはゲームを通して子どもの居場所について

考えました。 

図表３-９ 子どもを対象とした意見交換会（ワークショップ）の開催概要 

開催タイトル キュンとする子どもの居場所プロジェクト 

対象者 
〇おおむね９歳～18歳 

〇このワークショップに興味を持った子ども 

開催日時 
〇2025年（令和７年）８月 21日（木） 午後２時～４時 

〇2025年（令和７年）８月 22日（金） 午前 10時～正午 

開催場所 藤沢市民会館 

参加者数 

〇８月 21日（木） 

参加者：13人    ファシリテーター（大学生インターン）：６人 

〇８月 22日（金） 

参加者：27人    ファシリテーター（大学生インターン）：６人 

協力・監修 
非営利団体ボードゲームでツナグ手（ボドツナ） 

代表 長山 陽司 氏 

 

ア ワークショップの目的・手法 .....................................................................................  

「子どもが主役の居場所づくり」を実現するために、子どもたちで考える理想的な居場所と、

大人が一般的に考える制約や条件を加えた現実的な居場所を検討し、居場所づくりをする上で

子どもが大切に感じていることと大人の考えの隔たりを探ることを目的に実施しました。 

参加した子どもを両日とも６グループに分け、箱庭ゲームを行い、子どもの居場所について

の意見交換や各グループで意見のまとめを行いました。 
 

イ 子どもたちの意見からみえてきたこと .....................................................................  

参加した子どもたちにとって「子どもの居場所」とは、建物や場所ということだけではなく「時

間」や「活動を通してできる人とのつながり」が大事な要素となっているという意見や、多様な

使い方ができる空間があることによって、学ぶことや遊ぶことの機会を増やすことができるの

ではないかという意見もありました。 

また、施設を運営する上での「大人の事情（大人の付与する制約、施設の条件、ルール）」や、

子どもだけではなく多世代の人が使う施設であることも理解しつつ「子どもの意見だけでなく

大人の意見も入ることで、バランスの良い場所になる」という意見もありました。 

大人が子どもの意見を聴取し反映するだけでなく、施設を利用する子どもたちに「大人の事

情を知って納得できる場」が欲しいという意見があり、子ども自身も子ども側の意見を聴く 

だけでなく、大人と互いに話し合うことが重要であると考えていることもわかりました。 



16 

（３） 民営の子どもの居場所に関わる活動団体へのヒアリング調査による把握 

ア 実施概要 ...............................................................................................................  

市内で幅広く実施されている、民営の子どもの居場所づくりに関する取組の現状や課題、市

との連携や支援、子どもの居場所同士の連携の在り方等を把握することを目的に、子どもの居

場所に関わる活動を行っている団体へグループヒアリング調査を実施しました。 

図表３-11 民営の子どもの居場所に関わる活動団体へのヒアリング調査の実施概要 

調査対象団体 

〇各地区で子どもを対象として、居場所の事業を実施している民間の団体 

〇居場所を目的とした事業ではないが、結果として居場所となっている事業を実施

する民間の団体 

参加団体数 13地区、36団体 

実施期間 2025年（令和７年）８月～10月 

実施方法 対面によるグループヒアリング 

 

イ 子どもの居場所に関わる人たちの意見からみえてきたこと .......................................  

（ア） 大人の意識・行動変革 

子どもの居場所づくりにおける大きな課題として、大人の意識や価値観を変えること、及び

子どもを主体者として尊重する関わり方を大人に浸透させることの二点があります。 

ヒアリング調査の参加者からは「不登校などの問題はすべて大人の問題であり、子どもはも

っと伸び伸びと自由に過ごすべき」「大人が考え方や価値観を変え、地域全体を変えていくこと

が大切」等の意見が挙げられました。これは、居場所としての選択肢を増やすだけでなく、大人

が子どもの声に耳を傾けられるように意識変革することが、子どもの居場所づくりの本質であ

ることを示しています。 

子どもの居場所では、大人が聴き役・見守り役に徹した関わりが求められます。大人からの行

動への指示や、過度な介入は、子どもの自由な発想や主体性を奪うおそれがあり「何もせずに

過ごしてもいいよ」という姿勢で、気持ちよく心地よく過ごせる環境を提供することの重要性が

指摘されています。 

また、子どもから要望を聴くだけでなく、居場所づくりをする上での「大人の事情（運営上の

制約など）を理解・納得できる機会」を子どもに提供するなど、双方向の理解と対話を深めるこ

とが必要とされています。 

さらに、子どもが安心できる環境を市内に広げるため「核になる大人の仲間作り」が不可欠

との指摘がありました。子どもが「あそこに行けば自分達の話を聴いてくれる」と感じられるた

めには、大人たちも信頼関係を築きながら子どもの居場所づくりにより深く関わることが求め

られています。 
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（４） 地区ごとに見た子どもの居場所 

子どもは、徒歩や自転車が基本の交通手段となっており、行動範囲に限りがあります。高校

生世代では、通学のために公共交通機関を日常的に使用する機会も増えますが、自宅と学校を

中心とした子どもの生活圏域の中に居場所があることは重要です。本市では、小学校区、中学

校区のほか、13 地区も生活圏域として、様々な施策を展開する上での地域の単位と捉えてい

ます。 

 

ア 子どもの居場所に関する情報収集・整理に係る調査 ..................................................  

本市における子どもの居場所に関連する地域資源を調査しました。本調査結果をもとに、前

段の子どもの居場所に関するグループヒアリングにおける対象団体の候補を選定しました。 

図表３-12 子どもの居場所に関する情報収集・整理に係る調査の実施概要 

調査対象 

○市内で子どもを対象として、居場所の事業を実施している団体等 

○結果として居場所となっている事業を実施する団体等 

○他自治体における先進的な子どもの居場所を運営する団体等 

実施期間 2025年（令和７年）５月～７月下旬 

実施方法 

〇市内関係団体への情報提供の依頼、情報収集・整理 

〇市内関係施設（各地区市民センター、図書館、体育館等）での現場確認 

〇デスクトップ調査（インターネットでの検索） 

 

イ 調査結果 .............................................................................................................  

上記の調査の結果、2025 年（令和７年）７月末時点で、子どもの居場所として確認できたの

は 1,603か所となっています。 

公共（市が単独で実施する事業・施設）、民営（民間団体が実施する事業・施設）、公共・民営協

働型（市が民間団体等と実施する事業・施設（例：地域の縁側））の分類で見ると、公共が21.1％、

民営が 67.7％、公共・民営協働型が 11.2％となっています。 

13地区別で見ると、藤沢（222か所）が最も多く、次いで鵠沼（202か所）辻堂（149か所）

湘南台（144か所）明治（127か所）となっています。 

また、13 地区別での公共、民営、公共・民営協働型の分類で見ると、公共では、村岡、片瀬が

他地区に比べて高くなっており、民営では、鵠沼、湘南台、明治が高く、公共・民営協働型では、

御所見、遠藤が高くなっています。 
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２ 子どもの居場所づくりにおける課題 

これまでに掲載したデータや調査結果から把握した現状を踏まえ、本市の子どもの居場所づ

くりについての課題を整理しました。 

（１） 子どもと大人の意識の隔たり解消に向けた仕組みづくり 

民営の子どもの居場所に関わる活動団体へのヒアリング調査の結果では、「子ども会議」や

「やりたいことノート」を通じた子どもの意見聴取等、子どもの意見を踏まえつつ、安心できる

空間づくりに努めている事例があることが確認できました。 

一方、子どもを対象とした意見交換会（ワークショップ）では、大人の都合を優先した結果、子

どもが求める居場所との間に隔たりが生じていることが指摘され、子どもと大人の相互理解を

促進するための対話の機会・プロセスの導入が必要であることがわかりました。 

市内にあるすべての子どもの居場所において「子どもが主役」となる運営を目指し、子どもの

意見を聴取し反映させる仕組みを公共・民営問わず構築することが必要です。 

また、大人が子どもの主体性や価値観を尊重できるように、大人の意識変革を促す取組を推

進し、市全体で子どもが安心できる環境づくりを進めていくことが求められています。 

（２） 担い手の確保と活動の持続性の確保 

市内では企業、NPO、任意団体、個人、自治会・町内会等の多様な主体が、子どもの居場所づ

くりに関わる活動を行っています。 

また、本市と子どもの居場所を運営する団体との協働事業「子どもの居場所スタートアップサ

ポート講座2」を通じて、新たな子どもの居場所やその担い手が創出されています。一方、多くの

団体がボランティアへ過大に依存しているとともに、活動スタッフの高齢化と後継者不足が深刻

化することにより、今後、活動が途切れるおそれが高まっていくことが懸念されます。 

また、有償の専門スタッフを確保するための資金捻出も困難な状況にあります。 

市内の子どもの居場所づくりの活動を持続可能なものとしていくために、財政的・制度的な

支援策を強化し、多様な担い手の育成・活用を促すとともに、活動の質を担保する有償人材を

確保できる運営体制への転換をより後押ししていくことが求められています。 

 

  

 
2 地域で子どもの居場所づくりに関心のある人々を対象とした講座 
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（３） 活動基盤の安定化 

市内にある子どもの居場所は、公共施設、企業が保有する施設、教会、寺院等、多様な地域資

源が活用され、柔軟に展開されています。 

しかしながら、団体拠点での家賃負担の高まりにより、新規の居場所の拠点確保が困難であ

ったり、活動基盤の維持に問題を抱える団体も見受けられます。 

また、寄附された食材や備品の保管場所（倉庫、冷凍・冷蔵スペース）が不足しており、活動内

容の更なる充実が難しくなっています。 

こうした問題点を克服して、活動の継続や拡大を図るために、各種補助制度の創設や、活動

団体のための公共施設の優遇措置等を強化することが重要です。あわせて、遊休施設や公共施

設の柔軟な活用を促すことで、新たな活動拠点や共同利用できる保管場所を確保する等、活動

基盤を安定化させるための環境づくりが求められます。 

（４） 子どもの居場所に関する情報の集約化とマッチング機能の強化 

市内には、子どもの居場所づくりに関して、幅広い分野にわたり、様々な団体が活発に活動し

ています。 

また、子ども食堂やフリースクールの分野では、同業種内でのネットワーク組織が立ち上げら

れ、団体同士での連携・協働も進んでいます。一方、市内の子どもの居場所に関する情報が子ど

もや保護者等に十分に届いていないという声が少なからずあります。 

また、行政内の部署間で情報が縦割り管理され、関連情報が分散しており、利用者や活動団

体が有益な情報を容易に収集・活用することができていない状況です。 

子どもや保護者、活動団体等が、子どもの居場所に関する情報を容易に選択・利用できるよ

うに、情報の一元化と、情報の発信力を強化することが必要です。 

また、情報の一元管理と発信にとどまらず、子どもの居場所の利用者と、関連する場やサー

ビスを提供する団体等をつなぐマッチング機能を強化することが求められます。 

（５） 子どもの居場所に関わる様々な主体同士の連携強化 

子どもの居場所に関わる団体同士の連携については、「ふじさわこども食堂・地域食堂ネット

ワーク」「藤沢こどもの多様な学び応援団」等の同分野での連携や、活動団体とＣＳＷとの緊密

な連携がみられた一方で、不登校支援等に関わる活動をしている団体やフリースクール等と子

どもの第二の居場所ともいうべき学校との連携は、さらなる強化が求められています。互いの

理解を深め、それぞれの役割を発揮できるようにするためには、行政が主導的な役割を果たし、

学校と活動団体との橋渡しを行うだけでなく、連携の強化が必要です。 

また、公共・民営を問わず、市内で活動する子どもの居場所に関わる様々な主体同士が、連

携をより強化することで、市全体で子どもを見守り支える機運を高めていくことが求められま

す。 
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（６） 居場所における多様なニーズへの対応強化 

近年、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化により、家庭や地域だけで子どもの多様な

課題に対応することが難しくなっています。 

また、虐待や子どもの自殺者数の増加のほか、障がいのある子どもや外国籍の子どもの増加、

経済的な困難を抱える家庭の増加等、子どもが抱える状況は多様化・複雑化しています。 

このような状況を踏まえ、今後、本市で進めていく子どもの居場所づくりにおいても、子ども

の多様なニーズに対応していくことが不可欠です。 

公共・民営を問わず、市内の子どもの居場所づくりに関わる様々な主体同士が連携を深めな

がら、特別な支援を必要とする子どもを含むすべての子どもたちのニーズを柔軟に受け止め、

必要に応じて、適切な支援につなげることを可能とする体制を構築することが求められます。 
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第４章 市が推進する居場所づくりについて 

１ 第１期藤沢市子どもの居場所づくり推進計画の評価 

「第１期藤沢市子どもの居場所づくり推進計画」においては、国が示した「子ども・若者育成支

援大綱」や「放課後子ども総合プラン」での放課後の居場所づくりの重要性、2017年（平成29

年）の「藤沢市青少年問題協議会」からの提言を踏まえ、子どもの居場所の整備・運営に取り組

みました。2019 年（令和元年）に実施した「藤沢市放課後児童クラブに関する利用希望把握調

査」の結果等に基づき放課後児童クラブの整備を進めましたが、放課後児童クラブの待機児童

数は増加傾向が続いています。 

また、地域子どもの家や児童館、放課後子ども教室といった保護者の就労状況に関わらない、

すべての子どもを対象とした施設や事業の整備も計画的に取り組んできていますが、未設置の

小学校区があります。こうした状況から、放課後の居場所については、一定の基盤が形成され

てきたものの充足しているとはいえず、放課後の多様な居場所の整備や地域・市民主体の居場

所の取組への支援なども求められています。 

また、計画全体として進捗管理や数値的な指標設定が不十分であったため、施設整備以外で

の施策の効果的な評価や改善につながりにくい面がありました。これらを踏まえ、本計画では、

数値指標の設定を行い、成果の検証と課題の把握を可能とする仕組みの構築を検討していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






